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 伊勢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 29 年 11 月２日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一 
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伊勢市規則第65号 

   伊勢市介護保険規則の一部を改正する規則 

 伊勢市介護保険規則（平成17年伊勢市規則第83号）の一部を次のように

改正する。 

 第22条第１項中「省令第97条の２の３第１項」を「省令第97条の２第１

項」に改める。 

 第22条の２を削る。 

 第22条の３第１項中「省令第97条の２の４」を「省令第97条の２の２」

に、「様式第23号の４」を「様式第23号の２」に改め、同条第２項中「省

令第97条の２の４」を「省令第97条の２の２」に、「様式第23号の５」を

「様式第23号の３」に、「様式第23号の６」を「様式第23号の４」に改め、

同条を第22条の２とする。 

 様式第23号の２及び様式第23号の３を削る。 

 様式第23号の４中「第22条の３関係」を「第22条の２関係」に改め、同

様式を様式第23号の２とする。 

 様式第23号の５中「第22条の３関係」を「第22条の２関係」に改め、同

様式を様式第23号の３とする。 

 様式第23号の６中「第22条の３関係」を「第22条の２関係」に改め、同

様式を様式第23号の４とする。 

 様式第29号を次のように改める。 
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様式第29号(第26条関係) 

(表面)   (裏面) 

  

  

 
 

 

注

意

事

項 

 

一 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
以
下
「
指
定
介
護
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
認
定
証

を
施
設
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護

費
用
か
ら
介
護
費
用
に
給
付
率
を
乗
じ
た
額
を
引
い
た
額
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
介
護
保
険
特
定
負
担
限
度
額
認
定
証
に
よ
っ
て
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
を
利
用
す
る
際
に
食
事
の
提
供
を
受
け
、
又
は
居
住
す
る
場
合
に
は
、

当
該
介
護
保
険
特
定
負
担
限
度
額
認
定
証
に
記
載
す
る
特
定
負
担
限
度
額
が

支
払
い
の
上
限
と
な
り
ま
す
。 

三 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
・
免
除
等
の
認
定
の
条
件
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
・
免
除
の
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と

き
、
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
退
所
し
た
と
き(

引
き
続
き
、
他
の
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
場
合
を
除
く
。)

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を

伊
勢
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証

を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

四 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、

こ
の
証
を
添
え
て
、
伊
勢
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

五 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処

分
を
受
け
ま
す
。 

 
介護保険利用者負担額減額・免除認定証 

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 
 

交付年月日    年  月  日 

被

保

険

者 

番 号   

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名   

生 年 月 日    年   月   日 男 ・ 女 

適用年月日    年   月   日から 

有 効 期 限    年   月   日まで 

減 額 ・ 免 除

認 定 事 項 
給付率      ／100 

保 険 者 番 号

並びに保険者

の名称及び印 

  

                

  

備考 この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢市告示第 103 号 

 

伊勢市景観計画を変更しましたので、景観法（平成 16 年法律第 110 号）

第９条第８項において準用する同条第６項の規定により、次のとおり告示

します。 

 

  平成 29 年 11 月１日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 景観計画の名称 

  伊勢市景観計画 

２ 効力の発生する日 

  平成30年１月１日 
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伊勢市告示第 104 号 

 

   道路の区域変更について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を変更しました。 

 その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

  平成 29 年 11 月 10 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

道路の

種 類 
路線名 区  間 

新旧 

の別 

敷地の幅員 

ﾒ-ﾄﾙ 

延長 

ﾒ-ﾄﾙ 

市 道 小俣 10号線 

小俣町宮前 597 番

地先から 

小俣町宮前 599 番

１地先まで 

旧 4.3～4.9 83.8 

新 4.3 72.1 
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伊勢市告示第 105 号 

 

   道路の供用開始について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のよ

うに道路の供用を開始します。 

 その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

  平成 29 年 11 月 10 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日 

小俣 10 号線 
小俣町宮前 597 番地先から 

小俣町宮前 599 番 1 地先まで 
平成 29 年 11 月 10 日 
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伊勢市上下水道事業告示第 22 号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年伊勢市上下水道事業管

理規程第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工

事店を次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告

示します。 

 

平成 29 年 11 月 14 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定年月日 

407 大藪水道 
松阪市小阿坂町 992

番地 
平成 29年 11 月 10 日 
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伊勢市公告第 73 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

平成 29 年 11 月１日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。 
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伊勢市公告第 74 号 

 

 伊勢市営住宅管理条例（平成 17 年伊勢市条例第 163 号）第４条の規定に

より、入居者の募集を次のとおり行います。 

 

  平成 29 年 11 月１日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 申込期間 

平成 29 年 11 月２日（木曜日）から 11 月 15 日（水曜日）まで（日曜

日、土曜日及び祝日を除く。） 

午前８時 30 分から午後５時まで（月曜日は、午前８時 30 分から午後

７時まで） 

２ 申込場所 

  ＦＥ住宅管理共同企業体（伊勢市営住宅等管理事務所） 

伊勢市吹上２丁目８番 23 号 

３ 募集住宅及び戸数  

(1) 一般向市営住宅 

団地名 所在地 
構造 

※１ 
階数 部屋数 戸数 単身 

家賃 

※２ 

倭Ａ団地 倭町 40 番地 
PC 造 

４階建 
２階 ３DK １ × 

14,200 円～ 
27,900 円 

倭隠岡団地 倭町 19 番地１ 
RC 造 

４階建 
２階 ３DK １ × 

20,800 円～ 
40,900 円 

一之木 

第２団地 

一之木４丁目 

２番 33 号 

PC 造 

３階建 
１階 ３DK １ × 

16,800 円～ 
32,900 円 

11 



浦口団地 
浦口４丁目 

28 番５号 

RC 造  

３階建 
３階 ３DK １ × 

23,600 円～ 
46,400 円 

万所団地 
辻久留３丁目 

20 番 44 号 

RC 造  

３階建 
１階 ２DK １ ○ 

17,300 円～ 
33,900 円 

万所団地 
辻久留３丁目 

20 番 44 号 

RC 造  

３階建 
３階 ３DK １ × 

22,600 円～ 
44,400 円 

竹ケ鼻 

第１団地 

竹ケ鼻町 

98 番地２ 

RC 造 

４階建 
３階 ２DK １ ○ 

16,900 円～ 
33,300 円 

大湊団地 
大湊町 

362 番地１ 

PC 造 

３階建 
１階 ３K １ ○ 9,700 円～ 

19,100 円 

旭団地 旭町 49 番地１ 
RC 造  

３階建 
３階 ３DK １ × 

22,400 円～ 
44,000 円 

北明野団地 
小俣町明野 

541 番地３ 

PC 造 

平屋建 
１階 ２K １ ○ 

7,500 円～ 
14,800 円 

(2) 高齢者向市営住宅 

団地名 所在地 
構造 

※１ 
階数 部屋数 戸数 単身 

家賃 

※2 

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 

せせらぎ 

小俣町宮前 

31 番地２ 

RC 造 

６階建 
５階 ２DK １ ○ 

20,200 円～ 
39,700 円 

※１ ＰＣ：コンクリート版プレハブ造 ＲＣ：鉄筋コンクリート造 

※２ 入居後、４(5)の収入基準を超えた場合は、記載の上限額を超え

る場合があります。 

４ 申込資格 

(1) 伊勢市内に住所又は勤務場所があること。 

(2) 現在、住宅に困っていることが明らかであること。 

(3) 入居する全員が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に該当する者）で

ないこと。 

(4) 市区町村税を完納していること。 

(5) 収入基準（月額）が 158,000 円以下であること。 

ただし、高齢者のみ又は高齢者と 18 歳未満の者のみの世帯、障害者
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等がいる世帯及び小学校就学前の子どもがいる世帯は、214,000 円以

下となります。 

・収入基準（月額）・・・入居者全員の所得金額から定められた額を控

除した後、12 箇月で除した額 

(6) 申し込む住宅に応じて次の条件に該当すること。 

  ア 一般向市営住宅 

    現在同居している、又は同居しようとする親族（内縁関係者及び

婚約者を含む。）がいること。 

・親族・・・・・６親等内の血族、配偶者及び３親等内の姻族 

・内縁関係者・・住民票に『未届の夫』又は『未届の妻』の記載

がある者 

・婚約者・・・・契約日までに、婚姻ができる者 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、３Ｋ以下の住宅に限り

単身で申し込むことができます。 

   (ｱ) 60 歳以上の者 

(ｲ) 身体障害者（障害の程度が、１級から４級までの者） 

(ｳ) 精神障害者（障害の程度が、１級から３級までの者） 

(ｴ) 知的障害者（障害の程度が、(ｲ)の程度に相当する者） 

(ｵ) 戦傷病者（障害の程度が、恩給法（大正 12 年法律第 48 号）の

特別項症から第６項症までの者又は第 1 款症の者） 

(ｶ) 原子爆弾被爆者（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平

成６年法律第 117 号）第 11 条第１項の認定を受けた者） 

(ｷ) 中国残留邦人等（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第 30 号）第２条第１項に該当する者） 

(ｸ) 生活保護者（生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第１
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項に該当する者） 

(ｹ) 海外からの引揚者（引揚げ後５年を経過していない者） 

(ｺ) ハンセン病療養所入所者等（ハンセン病療養所入所者等に対す

る補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律第 63 号）第２条

に該当する者） 

(ｻ) ＤＶ被害者（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成 13 年法律第 31 号）による一時保護者若しくは保

護終了日から５年を経過していない者又は保護命令の申立てを行

っている者であって保護命令発効から５年を経過していないも

の） 

  イ 高齢者向市営住宅 

    次のいずれにも該当すること。 

   (ｱ) 60 歳以上の単身世帯、いずれか一者が 60 歳以上の夫婦※のみの

世帯又はいずれもが 60 歳以上である親族からなる世帯 

※ 夫婦・・・配偶者同士のみ（内縁関係者及び婚約者を含む。） 

   (ｲ) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認

められる、又は高齢等のため、独立して生活するには不安がある

と認められる世帯 

(ｳ) 住宅困窮度が高く、家族等による援助が困難な世帯 

５ 申込方法 

  ＦＥ住宅管理共同企業体で配付される市営住宅入居申込用紙に必要

事項を記入し、世帯全員の住民票の写し、所得証明書及び税の完納証明

書等の必要書類を添付の上、２の申込場所に持参してください。 

６ 入居者の選考方法 

  市営住宅入居者選考委員会で入居資格を確認した後、申込者数が募集

数を上回った場合は、公開抽選を行います。 
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(1) 日時 平成 29 年 12 月 10 日（日曜日）  

※受付は、午後１時 30 分から午後２時まで（時間厳守） 

※入居抽選会及び説明会は、午後２時から午後４時 30 分頃まで 

 (2) 場所 いせシティプラザ ２階多目的ホール 

７ 入居時期 

  平成 30 年１月１日以降 

８ 問い合わせ先 

 ＦＥ住宅管理共同企業体（伊勢市営住宅等管理事務所）    

電話 0596-63-8379 

伊勢市都市整備部建築住宅課 

電話 0596-21-5596 
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伊勢市公告第 75 号 

 

伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成

17 年 11 月 1 日施行）第８条第１項の規定により、次のとおり伊勢市景観

計画の変更（案）に関するパブリック・コメントの結果を公表します。 

 

平成 29 年 11 月１日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 案の題名 

  伊勢市景観計画の変更（案） 

２ 案の公告日 

  平成 29 年 7 月 18 日 

３ 提出された意見の概要 

  別紙のとおり 

４ 提出された意見に対する市の考え方 

  別紙のとおり 

５ 案の修正内容 

  別紙のとおり 

 

 

 ｢別紙｣は省略し、その関係書類を伊勢市都市整備部都市計画課に備え置

いて縦覧に供します。 
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伊勢市公告第 76 号 

 

伊勢市景観計画を変更しましたので、景観法（平成 16 年法律第 110 号）

第９条第８項において準用する同条第６項の規定により、次のとおり当該

景観計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

 

  平成 29 年 11 月１日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 景観計画の名称 

  伊勢市景観計画 

２ 縦覧場所 

  伊勢市都市整備部都市計画課 
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伊勢市公告第 77 号 

 

   所有者の判明しない負傷動物の収容について 

 

 次の負傷動物を動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105

号）第 36 条第２項の規定により収容をした旨の通知が三重県伊勢保健所

長からありましたので、公告します。 

 

  平成 29 年 11 月 10 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 収容した負傷動物 

番号 保護場所 動物種 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 東豊浜町 猫 雑種 白 不明 中 
91 日 

以上 
 

２ 収容した日 平成 29 年 11 月９日 

３ 収容期限  平成 29 年 11 月 14 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151） 
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